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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）エアゾール剤全体の０．３～６０重量％の炭素数１～３の低級アルコールおよび、
エアゾール剤全体の０．００５～１４重量％のポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポ
リオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、
プロピレングリコール脂肪酸エステルから選ばれる１種または２種以上からなる非イオン
性界面活性剤を含み、室温の粘度が３００センチストークス以下の原液、ならびに、
（ｂ）エアゾール剤全体の５０～８５重量％液化ガスからなる、
（ｃ）水を含まないことを特徴とする、
噴出したときシャーベット状固体を形成するエアゾール剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、噴出物がシャーベット状に凝固する冷却効果の高いエアゾール剤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
打撲、捻挫、筋肉疲労などによる痛み、または水虫、虫刺されなどによるかゆみを早急に
静めるためには患部を冷却することが有効である。従来、それらの症状に対してはエアゾ
ール剤で患部を冷却する方法が汎用されていた。しかし、従来のエアゾール剤は皮膚の冷
却効果に持続性が無いので、患部の痛み、かゆみを持続的に静める効果は得られていなか
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った。その欠点を解決したものとしてＷＯ９０／１１０６８号公報、特開平４－１０３５
２６号公報などには噴出したときにシャーベット状の泡沫ゲルを形成するエアゾール剤が
開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者らは、噴出したときにシャーベット状固体を形成するエアゾール剤について検討
したところ、従来知られているものは、保存状態によっては製剤の安定性が十分でなくな
ることがあることを見出した。また、それらのエアゾール剤は配合する水を凍らせること
により持続した冷却効果を得ることから、水の配合が必須であり、水に不安定な薬剤や、
親油性の高い薬剤は配合が困難であった。
【０００４】
本発明の目的は、製剤が安定で、かつ、噴射した際に持続的な冷却効果を有するエアゾー
ル剤を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記目的を達成するため種々検討した結果、低級アルコール、非イオン性
界面活性剤および液化ガスを配合したエアゾール剤は、噴射した際に噴出物がシャーベッ
ト状に凝固することにより、持続的な冷却効果を有し、かつ、保存状態にかかわらず安定
であることを見出し本発明を完成した。
【０００６】
すなわち本発明は炭素数１～３の低級アルコールおよび非イオン性界面活性剤を含む原液
、ならびに噴射剤からなる、噴出したときシャーベット状固体を形成するエアゾール剤で
ある。
【０００７】
従来知られている噴出したときにシャーベット状固体を形成するエアゾール剤は、そのい
ずれも配合する水が凍ることにより噴出物が凝固するが、本発明のエアゾール剤には、必
ずしも水の配合が必要でなく、全く新たな条件でシャーベット状固体を形成することに特
徴がある。
【０００８】
本発明のエアゾール剤は、液化ガスの気化熱により冷却された非イオン性界面活性剤が凝
固することからシャーベット状になる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明において炭素数１～３の低級アルコールとは直鎖状または分岐鎖状のアルコールで
あり、具体的にはメタノール、エタノール、変性エタノール、プロパノール、イソプロパ
ノールなどがあげられるが、特に好ましいものとしてエタノールおよびイソプロパノール
をあげることができる。低級アルコールの配合量は製剤全体の０．３～６０重量％が好ま
しく、さらに好ましくは１．５～５０重量％であり、最も好ましくは１５～３５重量％で
ある。低級アルコールの配合量が０．３重量％未満であると原液と噴射剤が均一に混和し
にくくなり、６０重量％を越えると噴射剤量が相対的に減るため、冷却効果が弱まるから
である。
【００１０】
本発明の非イオン性界面活性剤は、エアゾール剤原液が室温において低粘度であるもので
あり、好ましいものとして３００センチストークス以下のものがあげられる。具体的には
ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、
ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステルなどが好
ましい。非イオン性界面活性剤の配合量は製剤全体の０．００５～１４重量％が好ましく
、さらに好ましくは０．０１５～１０重量％であり、最も好ましくは０．５～５重量％で
ある。非イオン性界面活性剤の配合量が０．００５重量％未満であると、噴出したときに
シャーベット状固体を形成しにくくなるため、持続的な冷感が弱くなり、配合量が１４重
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量％を越えると製剤の安定性が悪くなるためである。
【００１１】
噴射剤は通常エアゾール剤に使用されるものであればよいが、好ましいものとしてジメチ
ルエーテル、ｎ－ブタン、ｉ－ブタン、プロパン、液化石油ガスなどの液化ガスをあげる
ことができる。液化ガスの配合量は製剤全体の３０～９５重量％が好ましく、さらに好ま
しくは５０～８５重量％である。液化ガスの配合量が３０重量％未満であるとエアゾール
の冷感が低くなり、痛み、かゆみを静める効果が弱くなる。また、液化ガスの配合量が９
５重量％を越えるとシャーベット状固体を形成しにくくなり、持続した冷却効果が得にく
くなる。
【００１２】
本発明のエアゾール剤において、噴出物がシャーベット状に凝固する原液の条件は、炭素
数１～３の低級アルコールは原液中に６重量％以上必要であり、好ましくは２０～７５重
量％である。低級アルコールの配合量が６重量％未満であると冷感が無くなるからである
。また、非イオン性界面活性剤は原液中に１重量％以上の配合が必要であり、好ましくは
１～１０重量％である。１０重量％を越えて配合すると皮膚刺激が生じることがあるから
である。
【００１３】
原液に対する液化ガスの配合量は原液１重量部に対して０．５～２０重量部の量が必要で
ある。
【００１４】
本発明のエアゾール剤は、低級アルコール、非イオン性界面活性剤および必要であれば他
の成分をさらに配合し、エアゾール容器に液化ガスと共に充填することにより製造するこ
とができる。エアゾール容器としては通常用いられる金属またはプラスチック製のものが
用いられる。冷却効果の持続の点からは、他の成分として適量の水を配合するとさらに好
ましい。原液中に水を配合する場合は原液全体の９０重量％以下の量を配合することがで
きるが、製剤設計の容易さの点から原液中の２０～６０重量％の配合が好ましい。
【００１５】
本発明のエアゾール剤は患部の痛み、かゆみを静める効果を増進するため、消炎鎮痛剤（
インドメタシン、サリチル酸メチル、サリチル酸モノグリコールエステル、ケトプロフェ
ン、フルルビプロフェン、ピロキシカム、ジクロフェナック、イブプロフェン、メフェナ
ム酸、酢酸デキサメタゾンなど）、鎮痒剤（クロタミトン、イクタモール、モクタモール
、チモール酸など）、抗真菌剤（塩酸アモロルフィン、ウンデシレン酸、ペンタクロール
フェノール、クロトリマゾール、トルナフテート、トリコマイシン、硝酸ミコナゾール、
ラノコナゾール、硝酸スルコナゾール、硝酸オキシコナゾール、ビフォナゾールなど）、
抗ヒスタミン剤（ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸イソチベンジルな
ど）、局所麻酔剤（リドカイン、塩酸ジブカインなど）、抗菌剤（ヨウ化カリウム、グル
コン酸クロルヘキシジン、アクリノール、塩化ベンザルコニウムなど）、抗化膿性疾患剤
（ペニシリン類、塩酸テトラサイクリン、フラジオマイシン、カナマイシンなど）、清涼
剤（ｌ－メントール、カンフル、ハッカ油など）などの薬効成分を配合することができる
。薬効成分の配合量は成分により異なるが製剤全体の０．００１～１０重量％が好ましい
。
【００１６】
本発明のエアゾール剤は必要があれば抗酸化剤（ジブチルヒドロキシトルエンなど）、経
皮吸収促進剤（グリセリン脂肪酸エステル、油脂類、脂肪族カルボン酸エステル、ニコチ
ン酸エステル、エイゾン、アルキレングリコール脂肪酸エステルなど）、香料、染料など
のエアゾール剤に通常使用される添加剤を配合することもできる。
【００１７】
【実施例】
以下、実施例および試験例により本発明をさらに詳細に説明する。
【００１８】
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プロピレングリコールステアリン酸エステル　０．９重量％
ポリオキシエチレンステアリルエーテル　　　３．８
イソプロパノール　　　　　　　　　　　　１８
セイセイスイ　　　　　　　　　　　　　　　９
ジメチルエーテル　 　　　　　　　　　 　６８．３
噴射剤以外の成分を混合、撹拌して均一に溶解させ原液を調製した。その原液を耐圧容器
に充填しバルブを装着し噴射剤を充填し、エアゾール剤を得た。
【００１９】
実施例２

上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２０】
実施例３

上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２１】
実施例４
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上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２２】
実施例５
実施例１のポリオキシエチレンステアリルエーテルをポリオキシエチレンセチルエーテル
に変更した処方で、実施例１と同様にしてエアゾール剤を得た。
【００２３】
実施例６
実施例１のポリオキシエチレンステアリルエーテルをポリオキシエチレンベヘニルエーテ
ルに変更した処方で、実施例１と同様にしてエアゾール剤を得た。
【００２４】
比較例１
イソプロパノール　　　　　　　　　　　２２．７重量％
セイセイスイ　　　　　　　　　　　　　　９
ジメチルエーテル　 　　　　　　　　　 ６８．３
上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２５】
比較例２
Ｌ－メントール　 　　　　　　　　　　 　０．３重量％
アジピン酸ジイソプロピル　 　　　　　　 ４
変性エタノール　　　　　　　　　　　　１９
セイセイスイ　　　　　　　　　　　　　１３．４
ジメチルエーテル　 　　　　　　　　　 ６３．３
上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２６】
比較例３
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ＤＬ－カンフル　 　　　　　　　　　　　 ０．４
アジピン酸ジイソプロピル　　　　　　　　１．８
ミリスチン酸イソプロピル　　　　　　　　１
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　０．７
変性エタノール　 　　　　　　　　　　 １７．９
セイセイスイ　　　　　 　　　　　　　　 ８．７
ジメチルエーテル　　　　　　　　　　　６９．５
上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２７】
比較例４
ジフェンヒドラミン　　　　　　　　　　　０．２
Ｌ－メントール　 　　　　　　　　　　　 ０．６
アジピン酸ジイソプロピル　　　　　　　　１
ミリスチン酸イソプロピル　　　　　　　　０．６
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　０．３
変性エタノール　 　　　　　　　　　　 １０．５
セイセイスイ　　　　　 　　　　　　　　 ４．４
ｎ－ブタン　　　　　　　　　　　　　　　９．７
ｉ－ブタン　　　　　　　　　　　　　　　５
ジメチルエーテル　　　　　　　　　　　６７．７
上記成分について、実施例１に準じてエアゾール剤を製造した。
【００２８】
試験例１
３３℃に設定した恒温水槽上にシートを張り、そのシート上にテープで固定した熱電対セ
ンサー上に実施例１～４及び比較例１～４のエアゾール剤を各３秒間噴射塗布した。噴出
物の性状を確認し、熱電対センサーの示した温度の値を経時的に測定した。その結果を表
１に示した。
【００２９】
【表１】

【００３０】
【発明の効果】
本発明により、製剤が安定で、かつ、持続的な冷却効果を有するエアゾール剤を提供する
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